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農業の持続的な発展に資する生産性向上に向けた施策の強化
（スマート農業と農業支援サービス事業の活用促進）

背 景 食料・農業・農村基本法

人口減少に伴い、基幹的農業従事者

は、今後20年間で現在の約1/4（116

万人→30万人）にまで減少すること

が見込まれ、国産農産物の供給量を

維持することが困難となるおそれ

【基本理念】

第５条（抜粋）

農業については、その有する食料その他

の農産物の供給機能等の重要性に鑑み、

人口の減少に伴う農業者の減少等農業を

めぐる情勢の変化が生ずる状況において

も、これらの機能が発揮されるよう、農

業の生産性の向上等が図られることによ

り、持続的な発展が図られなければなら

ない。

【基本的施策】

第30条

国は、農業の生産性の向上に資するため、

情報通信技術その他の先端的な技術を活

用した生産、加工又は流通の方式の導入

の促進、省力化等に資する新品種の育成

その他必要な施策を講ずるものとする。

第37条

国は、農業者の経営の発展及び農業の生

産性の向上に資するため、農作業の受託、

農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の

派遣、農業経営に係る情報の分析及び助

言その他の農業経営の支援を行う事業者

の事業活動の促進に必要な施策を講ずる

ものとする。

生産性向上に向けた施策

スマート農業技術を核とし
た生産方式等の転換支援

農業支援サービス事業の
活用による営農支援

一体的な推進を通じ
た効果の増進

※スマート農業技術活用促進法の活用と併せて推進
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農業支援サービス事業とは
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類型 サービス内容 備考

専門作業受注型 農業者の行う農作業を代行する取組
受委託契約（農業者との直接契約
を原則とする。）の下で農作業を
代行するもの。

機械設備供給型
農業者が使用するスマート農業機械等を、レンタル・サ
ブスクリプション等の販売以外の手段によって農業者に
提供する取組

一つ又は一式の農業機械・器具に
つき複数の農業者に提供するもの
を原則とする。

人材供給型
作業者を必要とする農業現場に農作業を行う人材を派遣
する取組

データ分析型
農産物（生育途中のものを含む。）、種苗、土壌やほ場
等の状態の把握及びその情報の分析を行い、これに基づ
き農業者に情報・助言等を提供する取組

その他 上記サービス内容の複合型の取組

本事業において、農業支援サービス事業は、農業者に対し対価を得て提供するサービスであって、次のサービス内
容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業をいいます。
なお、当該サービスを提供する事業者のことを農業支援サービス事業者といいます。
いずれの類型においても、農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除きます。



農業者数が減少傾向にあり、「専門作業受注型」サービスへの期待は特に大きい中で、当該
サービスを提供する事業者数も最も多く存在するが、現状では農業者が副業的かつ小規模に
行うものが多数を占めており、本格的な事業展開を促す必要がある。

農業センサス2020を通じて把握できた「農作業受託を行う農業経営体」数 90,686事業者
・ 水稲作の受託者が約９割
・ 法人経営が約１割
・ 副業的に作業受託を行う者が約９割 （農産物販売金額＞農作業受託料金収入 の者）
・ 農作業受託の売上が少ないもの（50万円未満）が６割

令和２年

農作業を受託する経営体数（※） 90,686 

農作業受託料金収入 50万円未満 55,403 

農作業受託料金収入 50万円以上 35,283 

農作業受託料金収入 500万円以上 5,701 

農作業受託料金収入 1,000万円以上 3,114 

※農作業を受託する経営体数は、受託料金収入なしの経営体数を除いている。
出典：農林業センサス

農業支援サービス事業者の実態
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農業支援サービスの利用を希望している農業者、実際に利用できている農業者ともに増加している
ものの、更なる拡大の余地がある

農業支援サービスの利用状況
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（40.8%）
（42.0%）

（48.9%）

※ 赤字括弧書きは有効回答数
に占めるサービスの利用を希
望している農業の担い手の割
合



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業技術と産地の橋渡し支援

スマート農業技術を他品目等にカスタマイズするための改良を支援します。
【補助上限額：500万円】

２．農業支援サービスの育成加速化支援

サービス事業の立上げや事業拡大に向けたニーズ調査、サービス提供の試行・
改良、サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入、サービス事業者の事業
性向上に資する流通販売体系の転換等に必要な施設整備等を一体的に支援しま
す。

【補助上限額：(農業機械)1,500万円、3,000万円、5,000万円】
(ニーズ調査等)1,500万円、3,000万円、 (施設整備)３億円】

３．農業支援サービスの土台づくり支援

①サービスの標準的な作業工程や作業精度等を定めた「標準サービス」の策定等を
   支援します。 【補助上限額：7,000万円】

②サービス事業への新規参入を促すためのスタートアップセミナーの開催等を支援し
   ます。 【補助上限額：5,000万円】

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2107）

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうち

スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業

＜対策のポイント＞
農業者の高齢化・減少が進む中において、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービ

ス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援します。

＜事業目標＞
スマート農業技術の活用割合を50％以上に向上［令和12年度まで］

令和７年度補正予算額 15,658百万円の内数

２．農業支援サービスの育成加速化支援（ソフト・セミハード・ハード）

１．スマート農業技術と産地の橋渡し支援

作
業
工
程

作
業
体
制

留
意
事
項

契
約
事
項

標準化すべき事項
標準
サービス

・・・

（例）
一斉収穫サービスに対応
した予冷施設の整備

「標準サービス」の策定、サービス利用拡大に資する資材の開発・普及等

３．農業支援サービスの土台づくり支援

・ニーズ調査、人材育成、機械導入等
への支援（ソフト・セミハード）

・サービス事業者と産地や食品事業者等が連携
してサービス提供期間の長期化等に向けて取り
組む場合の流通販売体系の転換等に必要な施
設整備の支援（ハード）

スマート農業機械の
カスタマイズ

農業者開発者等

異なる品目等への適応

＜事業の流れ＞

国

都道府県
定額

民
間
団
体
等

定額

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（１の事業、２の事業の一部、３の事業）

（２の事業の一部）

（２の事業の一部）
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（３）農業支援サービスの土台づくり支援（別記３）※全国団体事業
①標準サービス策定等支援（別記３-１）
②新規参入促進支援（別記３-２）
国（本省）（直採）
ソフト（定額）



（別記３）農業支援サービスの土台づくり支援

土台づくりを
要追加（標準
とSUを簡潔に
紹介するイ
メージ）１枚

事業の目的

本事業は、標準的な作業工程や作業精度等を定めた「標準サービス」の策定・普及等を通じて、各事業者の農業支援
サービスの品質向上等の促進を図るとともに、スタートアップセミナーの開催や農業者等とのマッチングに有用な資
材の提供等を通じて、新規事業者の参入を促進することを目的としています。

事業の概要

１ 標準サービス策定等支援（別記３－１）

事業内容
・検討委員会開催
・標準化に向けた調査
・標準サービス作成・検証
・研修資材作成（eラーニング）
・成果物の普及
・その他サービス事業の質的向上を促進する取組

事業実施主体の主な要件
・民間企業、一般社団法人、協同組合等、又はこれらの関係
者からなるコンソーシアム
・サービスに関する専門的な知見又は過去類似・関連事業の
実績を有する民間企業等であること等

成果目標

・標準サービスのパンフレットについて複数種類作成すること
・研修資材（eラーニング）を複数種類作成すること
・成果物の普及イベントを複数回開催すること
・目標年度：事業実施年度

補助金額

・上限額7,000万円、補助率は定額

２ 新規参入促進支援（別記３－２）

事業内容
・検討委員会開催
・スタートアップセミナー等の開催
・新規参入者への伴走支援
（マッチング支援ツール作成、周知など）
・その他サービス事業者の新規参入を促進する取組

事業実施主体の主な要件
・民間企業、一般社団法人、協同組合等、又はこれらの関係
者からなるコンソーシアム
・サービスに関する専門的な知見又は過去類似・関連事業
の実績を有する民間企業等であること等

成果目標

・スタートアップセミナー等を複数回開催すること
・マッチング支援ツールを１種類以上作成すること
・目標年度：事業実施年度

補助金額
・上限額5,000万円、補助率は定額

（全国団体向け事業）
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○マッチング支援ツールのイメージ
農家と農業支援サービス事業者をつなぐための検索・提案ツール

農業者 サービス事業者

・農家の作業原価計算
・サービス料金との比
較

・マッチン
グ

後ろに付いてい
た２枚は削除し
ました（滝本）

事業の目的の
部分を要領等
の記載を参考
に修正しました。
（藤田）



標準サービス作成等支援



農業者とサービス事業者との間のサービス内容や範囲、作業結果に対する認識・評価等のミスマッチの解
消を図り、各サービス事業者のサービスの品質向上の促進を図るため、作業工程、作業精度、留意事項等
を標準化する必要。

「標準サービス」について

（１）実施要領上の「標準サービス」の定義

特定の作業に係る農業支援サービスについて、提供される役務等における一般的な作業の工程、
作業の精度、作業上留意すべき事項を示す規格や仕様をいう。

（２）標準サービス作成等支援（別記３－１）で標準化の対象とするサービス事業

ア 対象とするサービス事業の類型：専門作業受注型サービス
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本事業で標準化するサービスは、サービス事業の４類型のうち、農業者による利用が最も
多い専門作業受注型のサービスに限定しています。

農業支援サービスは水稲作のサービス事業者が全体の９割を占めていることから、まずは
水稲作で普及している多様な受託作業の標準化を先行的に進めていくことを想定していま
す。

これ以外の作業を対象として事業を実施しようとする場合には、その必要性を公益性・優
先度等の観点を含めて事業実施計画書に記載してください。

イ 対象作業内容：堆肥散布、耕起・代かき、ドローン等による水稲直播、田植え、肥料散布



標準サービス作成等支援（別記３－１）の概要

１ 事業内容（概要）（※詳細は事業実施要領をご参照ください。）
（１）検討委員会の開催
（２）農業支援サービスの標準化に向けた調査

文献、アンケート、ヒアリング等による調査の実施
（３）標準サービスの作成・検証

標準サービス案の作成、その有用性の検証、標準サービスのパンフレットの作成等の実施
（４）研修資材の作成

R6補正委託事業による標準サービス（無人航空機等による防除、畦畔等の草刈り及び水稲の収穫作
業）のe-ラーニング等の研修資材の作成

（５）成果物の普及
（３）及び（４）の成果物の周知等に向けた講演会や交流会の開催等

（６）その他サービス事業の質的向上を促進する取組
上記（１）～（５）の取組と併せて、サービスの質的向上を促進する取組の実施が可能

２ 事業実施主体の主な要件
・民間企業等 又は コンソーシアム
・サービスに関する専門的な知見又は過去類似・関連事業の実績を有する民間企業等であること
・自らの主体的な取組として多くのサービス事業者の活動の促進に資する取組を行う意向を持っている

こと
・本事業の実施に当たり、サービス事業者とのネットワークを有する関係機関と連携すること

３ 補助率及び補助上限額
定額、 7,000万円
※本事業は全国規模の取組を想定しており、全国で１つの団体を採択する予定です。 10

サービス事業の類型のうち、農業者による利用が最も多い専門作業受注型サービスにおいて、作業工程
や精度等を標準化することを目的として以下取組を実施する。



標準サービス策定等支援（別記３－１）の実施イメージ

検討委員会を設置し②に示す標準化に向けた調査の実施方針、③に示す標準サービスの内
容、④に示す研修資材の仕様や具体的な内容、⑤に示す普及方法等を検討する。

①検討委員会の開催

構成委員属性
農作業受託や農業機械等に関する知見を持つ有識者、農業支援サービスを利用する農業者、サービス事業者
等から構成。

②農業支援サービスの
標準化に向けた調査

文献、ヒアリング、アンケート等の調
査を実施。

③標準サービスの作成・検証

調査の結果に基づき標準サービス
案を作成し、検討委員会に諮り、有
用性を検証。

必要な修正を加え標準サービスとし
て取りまとめ、パンフレット（詳細版・
簡易版）として作成・公表。

④研修資材の作成

無人航空機等による防除、畦畔の草
刈り、水稲収穫作業の代行の標準
サービスに基づき、オペレータ育成
に資する研修資材（eラーニング等）
を作成する。

⑤成果物の普及

ガイドライン・研修資材の周知と活
用促進のため、講演会・事例共有等
の交流会を全国複数箇所で開催。

関係機関や事業者への配布、ホー
ムページで広く公表する。

⑥その他サービス事業の
質的向上を促進する取組

①～⑤までの取組と併せて標準化
した作業に係る農業支援サービス
の質的向上を促進する取組を実施
する。

検討委員会にて具体的内容や仕様を検討
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○ 令和６年度補正予算では、農林水産省の委託事業として、①無人航空機等による防除、②畦畔等の草
刈り、③水稲の収穫の作業に関して、標準サービスを作成中（令和８年３月末までに策定予定）。

○ 事業者の意思決定者層向けの「簡易版」、個々の事業者の現場管理者層向けの「詳細版」として、一
般的な作業の工程、作業の精度、作業上留意すべき事項等をまとめる予定。

参考：令和６年度補正予算で作成している標準サービス

サービスを実施するにあたり、一般的な作業の工程、
確認すべき事項を列挙（無人航空機等による防除の例
（イメージ））

（R6補正予算での標準サービスのイメージ）
サービス（受託作業）そのものだけでなく、契約の締結前後等の、サービス事業者が農業
者にサービスを提供する一連について標準的な基準や留意事項を整理。 （無人航空機等に
よる防除の例（イメージ））

※作成中の「標準サービス」の紹介資料はこちら（農林水産省HP）
 （ https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/251224.html ）
「3.開催地及び開催日程等」の「資料」欄から、「標準サービス」の
資料にアクセスしてください。 12

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/251224.html


新規参入促進支援



１ 事業内容（概要）（※詳細は事業実施要領をご参照ください。）
（１）検討委員会の開催
（２）スタートアップセミナー等の開催

R6補正予算で作成した「スタートアップガイド」等に基づき新規参入時のポイントや事例の紹介等
を行うセミナーを複数回開催（個別相談への対応等も行うことが可能。）

（３）新規参入者への伴走支援
新規参入者と産地・農業者とのマッチングを支援するための資材（以下「マッチング支援ツール」

という。）の作成、マッチング支援ツールの周知、活用可能なものとして公表
（４）その他サービス事業の新規参入を促進する取組

上記（１）～（３）の取組と併せて、農業支援サービスの新規参入を促進する取組の実施が可能

２ 事業実施主体の主な要件
・民間企業等又はコンソーシアム
・サービスに関する専門的な知見又は過去類似・関連事業の実績を有する民間企業等であること
・自らの主体的な取組として多くのサービス事業者の活動の促進に資する取組を行う意向を持っている

こと
・本事業の実施に当たり、サービス事業者とのネットワークを有する関係機関と連携すること

３ 補助率及び補助上限額
定額、 5,000万円
※本事業は全国規模の取組を想定しており、全国で１つの団体を採択する予定です。

新規参入支援（別記３－２）の概要

・農家の作業原価計算
・サービス料金との比較

マッチング支援ツールのイメージ
農業者と農業支援サービス事業者をつなぐための検索・提案ツール

農業者 サービス事業者

・条件に合うサービス事業者の提示
・マッチング 等

14

サービス事業への新規参入を促すためのスタートアップセミナーの開催やマッチング支援ツールの作成・周知
等の新規参入者への伴走支援、その他サービス事業者の新規参入を支援。

サービス事業の類型のうち、農業者による利用が最も多い専門作業受注型サービスにおいて、作業工程
や精度等を標準化することを目的として以下取組を実施する。



新規参入促進支援（別記３－２）の実施イメージ

有識者等で構成する委員会を設置し、セミナーや資材の内容等を検討

スタートアップセミナー等の開催新規参入者への伴走支援 その他の取組

検討委員会の開催

構成委員属性
サービス事業のスタートアップ支援等の知見を有する有識者及びサービス事業者を必須構
成員とし必要に応じて都道府県又は全国規模の農業サービスに係る関係機関

「スタートアップガイド」に基づ
き新規参入時のポイントや事
例の紹介
農業支援サービスへの参入等
を希望する企業様からの個別
相談対応 等

サービス事業への新規参
入者を促進するための施
策を実施

必要に応
じて連携

検討委員会にて具体的内容や仕様等を検討

マッチング支援ツール：新規参入者と産地・農業者を支援するための資材

マッチング支援ツールの作成
を行うとともに周知を行い、
新規参入者と産地・農業者と
のマッチングや交流の支援を
実施

※1

※2

※1

令和6年度スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうち農業支援サービスにおける「スタートアップガイド」策定委託事業の成果物

※2

15

必要に応
じて連携



マッチング支援ツールのイメージ

農業者

①作目、作業内容（防除、収穫など）、作
業面積、所有機械等を入力

①

②作業に係る原価を簡易的に計算

マッチング
支援ツール

②、③

サービス事
業者

サービス内容、
サービス料金等
を登録

農業者

③作業に係る原価とサービス料金を比較

①委託に係る希望条件（日時、場所、作目、
作業内容）等を入力

②希望に近いサービスの提供可能なサービ
ス事業者及びサービス内容を表示

機能１、機能２

機能３

→農業者が、自ら農作業を行う場合とサービス事
業を活用する場合のコストを比較し、農業者の
サービス事業の活用を促す。

→農作業を委託したい農業者と農作業を受託した
いサービス事業者のマッチングを促す。

農業者

16

①

②

新規参入者のサービス事業の伴走支援



○ 令和６年度補正予算では、農林水産省の委託事業として、他分野の事業者が新たに農業支援サービス
事業へ参入しようとする場合に必要となる、事業展開における課題及び対応事例等を整理し、分かりやす
く提示する「スタートアップガイド」を作成中。

参考：令和６年度補正予算で作成しているスタートアップガイド

○○株式会社

事業展開における課題や対応事例
を掲載（イメージ）。

（R6補正予算で作成しているスタートアップガイドのイメージ）
遵守すべき法令等の事項について掲載
（イメージ）。

サービスの新規参入時に検討すべき内容や留意事項等
をステップごとに整理（イメージ）。

※作成中の「スタートアップガイド」の紹介資料はこちら（農林水産省HP）
 （ https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/251224.html ）
「3.開催地及び開催日程等」の「資料」欄から、「スタートアップガイド」
の資料にアクセスしてください。 17

○○株式会社

（取組事例を紹介）

（取組事例を紹介）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/251224.html


採択までのスケジュール（予定）

公募開始令和８年１月21日（水）

事業実施

公募に係る説明会（本説明会）令和８年１月27日（火）

公募受付終了（17:00まで）令和８年２月20日（金）

審査結果の通知令和８年３月中

審査期間

事業開始令和８年４月中旬～ ※ この交付決定後に発生した経費から補助対象になり得ます。

18



事業開始
４月下旬～翌年３
月末まで

本事業の執行スケジュール（予定・イメージ）

事業実施主体の募集（公募）
１月21日～２月20日

19

本事業の執行スケジュール

１月 ３月２月 ４月・・・

令和７年度 令和９年度

19

審査
２月下旬～

審査結果の
通知

３月中

実績報告
令和９年４月
10日まで

外部有識者等から構成される
審査委員会において採否を決
定します。審査の過程で審査
委員からの質問等があった場
合は、農林水産省から応募申
請者に対して質問させていた
だく場合があります。速やか
にご回答いただくようご協力
お願いします。

令和８年４月中旬以降に事業を開
始し、令和９年３月末日までに事
業が完了するスケジュールで事業
計画を作成してください。

交付決定通知書の受理
後、事業開始となりま
す。（事業に係る発
注・契約等が可能）

３月

令和８年度

割当内示
４月中旬～

交付
申請

交付
決定

審査の結果、採択と
なった場合は、必要に
応じて事業実施計画書
の修正を行った上で、
交付申請書を国へ提出
してください。
（必要に応じて農林水
産省と内容について調
整をお願いします。）

（事業完了した日か
ら１月を経過した日
又は翌年度の４月10
日のいずれか早い日
までに）実績報告書
を国へ提出してくだ
さい。



審査基準（1/4）

本事業では、補助事業全体の共通の審査基準と、各事業メニューごとの審査基準により審査。

【審査基準（本事業共通）】

審査項目 配分基準 点数配分

１ 必須
事項

①事業実施主体の適格性

①－１事業実施主体の要
件を満たしているか。

ア 事業実施主体要件を満たしている １点

イ 事業実施主体要件を満たしていない 不採択

①－２事業実施計画書に
記載されたサービスの内
容は、農業支援サービス
に該当するか。

ア 該当する １点

イ 該当しない 不採択

ウ 本項目の該当なし（別記１、別記２－２及び別記３の場合） －

②事業の継続性

②－１事業実施主体の財
務状況等により、継続的
な事業の実施が見込める
か（損益計算書、貸借対
照表等を提出できる場
合）。

ア 財務状況が安定しており、事業の継続性が認められる。 １点

イ アに該当しないが、申請時点で本事業計画に係る取組に対して既に金
融機関からの融資を受けている、融資
が決定している又は融資交渉が成立している等により、事業の継続性が認
められる

１点

ウ 直近３年の決算において、経常損益が３年連続の赤字となっている、
又は、直近１年の決算において債務超過となっているなど、事業の継続性
が認められない。

不採択

エ 本項目の該当なし（②－２に該当する場合） －

②－２事業実施主体の財
務状況等により、継続的
な事業の実施が見込める
か（損益計算書及び貸借
対照表を提出できない場
合）。

ア 決算書の代替として提出された書類から総合的に判断し、事業の継続
性が認められる。

１点

イ 過年度の所得額に対して事業規模が過大であるなど、事業の継続性が
認められない、又は、財務状況の安定性を判断できる書類がない。

不採択

ウ 本項目の該当なし（②－１に該当する場合） －

３年連続で経常損
益が赤字である場合、
直近１年の決算にお
いて、債務超過と
なっている場合は、
事業の継続性を示す
根拠を事業実施計画
書に記載いただくと
ともに、その根拠を
添付してください。
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審査基準（2/4）

【審査基準（本事業共通（つづき））】

審査項目 配分基準 点数配分

２ 基本
事項

①成果目標の妥当性
・事業実施計画に記載の取組につい
て、成果目標の達成の可能性はある
か。成果目標が過大に見積もられる
ことなく適切に設定されているか。

ア 成果目標の達成が見込まれ、適切に成果目標が設定されている ２点

イ 一部精査が必要だが、成果目標の達成が見込まれる １点

ウ 適切に設定されているとはいえない 不採択

②事業の実現可能性
・取組内容や実施スケジュールに無
理がなく、実現性はあるか。

ア 取組内容や実施スケジュールに無理がなく、実現性がある ２点

イ 一部精査が必要だが、取組内容や実施スケジュールに無理がなく、実現
性がある

１点

ウ 取組内容や実施スケジュールに無理があり、実現可能とは言えない 不採択

③実施体制
・事業の取組内容を的確に遂行する
ために必要な実施体制を有し、役割
分担、責任体制が明確になっている
か。

ア 本事業を効果的かつ適切に遂行できる体制になっている。（別記２に
あっては、産地の実情を踏まえて本事業の取組に助言等を行うことができる
者（都道府県、市町村、農業協同組合等）が位置づけられている。）

２点

イ 本事業を適切に遂行することができる体制になっている １点

ウ 本事業を適切に遂行することができる体制になっていない 不採択

④事業費の妥当性
・事業費は適正に算定されているか。

ア 適正に算定されている ２点

イ 一部精査が必要だが、おおむね適正に算定されている １点

ウ 精査・見直しを要する経費が多く、適正に算定されているとはいえない 不採択

21



審査基準（3/4）

審査項目 配分基準 点数配分

① 専門性等

専門的な知見又は過去における類似・関連事業

の実績があるか。

専門的な知見又は過去における実績を有してい

る

１～５点

専門的な知見又は過去における実績を有してい

ると認められない

不採択

② 具体性

本事業の事業計画は取組内容等が具体的に記載

されているか。

具体的に記載されている １～５点

具体的に記載されていない 不採択

③ 創意工夫

事業の実施方針や成事業内容について、効果的

な実施の観点から創意工夫が提案されているか。

充分な創意工夫が提案されている １～５点

創意工夫が提案されていない 不採択

④ 波及効果

成果物の周知等により、波及効果が期待される

か。

充分な波及効果が期待できる １～５点

波及効果が期待できない 不採択

⑤ 対象サービスの数

標準化するサービス事業の種類に応じてポイン

トを加算。

５種類以上 ５点

４種類 ４点

３種類 ３点

２種類 ２点

１種類 不採択

⑥ 総合評価

１の共通の審査項目及び本表の審査項目①から

⑤までの審査を踏まえた総合的な評価

妥当といえる １～５点

妥当といえない 不採択

【審査基準（標準サービス策定等支援）】

22

対象とするサービスの種類が多いほど、点数が高
くなる配分基準としています。（ただし成果目標
の達成の可能性等は共通の審査項目で審査します
ので、実現可能性を含めて精査してください。）



審査基準（4/4）

審査項目 配分基準 点数配分

① 専門性等

専門的な知見又は過去における類似・関連事

業の実績があるか。

専門的な知見又は過去における実績を有している １～５点

専門的な知見又は過去における実績を有している

と認められない

不採択

② 具体性

本事業の事業計画は取組内容等が具体的に記

載されているか。

具体的に記載されている １～５点

具体的に記載されていない 不採択

③ 創意工夫

事業の実施方針や成事業内容について、効果

的な実施の観点から創意工夫が提案されている

か。

充分な創意工夫が提案されている １～５点

創意工夫が提案されていない 不採択

④ 波及効果

成果物の周知等により、波及効果が期待され

るか。

充分な波及効果が期待できる １～５点

波及効果が期待できない 不採択

⑤ 総合評価

１の共通の審査項目及び本表の審査項目①か

ら④までの審査を踏まえた総合的な評価

妥当といえる １～５点

妥当といえない 不採択

【審査基準（新規参入促進支援）】
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事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 1/6

農業支援サービスの土台づくり支援のうち標準サービス策定等支援 実施計画書（別記３－1様式第１－１号）

申請事業者の概要を記載ください。申請の内容について問い合わせる際に
対応可能な者の情報を記載ください。

本事業の要件である農業支援サービスに係る専門的な
知見又は過去における類似・関連事業の根拠を記載し
てください。必要に応じて根拠資料を添付ください。

24



連携先や委託先などがあれば、これらを含め
た体制図を記載してください。

事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 2/6

25

事業実施主体の体制について記載してくださ
い。



取組内容の具体的な内容を記載してください。

創意工夫ができる点の具体的な内容
を記載してください。

事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 3/6

具体的な内容を記載
してください。
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令和８年度内に事業が完了する計画としてい
ただく必要があります。

事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 4/6
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人件費については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」により算定いただき、人件費単価
×従事時間により算定してください。また、人件費の単価の根拠となる資料（前年度支給実績等）を添付してください。

課税事業者については、消費税仕入控除税額相当額を国庫補助金額から減額する必要
があります。その場合、当該欄に減額した金額を記載例に倣って記載してください。

事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 5/6
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必ずチェックをお願いします。

添付した資料については、事業実施計画書においてもチェックをしてください。

必ずチェックをお願いします。

事業実施計画書の記載例（標準サービス策定等支援） 6/6

29

成果目標について、検証方法等を含めて記載してください。



事業実施計画書の記載例（新規参入促進支援） 1/6

農業支援サービスの土台づくり支援のうち新規参入促進支援 実施計画書（別記３－２様式第１－１号）

申請事業者の概要を記載ください。申請の内容について問い合わせる際に
対応可能な者の情報を記載ください。

30

本事業の要件である農業支援サービスに係る専門的な
知見又は過去における類似・関連事業の根拠を記載し
てください。必要に応じて根拠資料を添付ください。



事業実施主体の体制について記載してくださ
い。

31

事業実施計画書の記載例（新規参入促進支援） 2/6

連携先や委託先などがあれば、これらを含め
た体制図を記載してください。



取組内容の具体的な内容を記載してください。

創意工夫ができる点の具体的な内容
を記載してください。

具体的な内容を記載
してください。
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事業実施計画書の記載例（新規参入促進支援） 3/6



33

事業実施計画書の記載例（新規参入促進支援） 4/6

令和８年度内に事業が完了する計画としてい
ただく必要があります。



人件費を計上する場合については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等
の適正化について」により算定いただき、人件費単価×従事時間により算定して
ください。また、人件費の単価の根拠となる資料（前年度支給実績等）を添付し
てください。

課税事業者については、消費税仕入控除税額相当額を国庫補助金額から減額する必要
があります。その場合、当該欄に減額した金額を記載例に倣って記載してください。

34

事業実施計画書の記載例（新規参入促進支援） 5/6

成果目標については、検証方法等を含めて記載してください。



添付した資料については、事業実施計画書においてもチェックをしてください。

確認の上、必ずチェックをお願いします。
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確認の上、必ずチェックをお願いします。



問合せ先

事業内容について
農林水産省
農産局農産政策部技術普及課
サービスユニット

TEL：03-6744-2107
（平日10:00～12:00、13:00～17:00）
MAIL：nougyou_service@maff.go.jp

○ 本事業に関する資料や様式、詳細については、農林水産省のホームページをご参照ください。

・公募に係るHP：https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260121_140-1.html

・農業支援サービス関係情報：https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html

（（農林水産省HP）ホーム＞組織別から探す＞農業支援サービス（「農産局」欄内からアクセスしてください））

【問合せ先】
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